
大阪電業協会 経営委員会 中小部会 会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、大阪電業協会 経営委員会 中小部会（以下「本会」という。） 

と称する。 

 

（所在地） 

第２条 本会の所在地は、大阪電業協会（大阪市北区野崎町９番８号永楽ニッ 

セイビル５階）内とする。 

 

（目的） 

第３条 本会は、これからの中小電気工事業経営を実践するにあたり、大阪電 

業協会が蓄積してきた知的資産やネットワークを最大限活用し、会員メ 

リットを明確に実現させることを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）人材育成に関する事業 

（２）経営力強化に関する事業 

（３）新たな成長への関係創りに関すること 

（４）その他、前条の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第５条 本会の目的に賛同する大阪電業協会中小会員企業は、第１４条の手続 

きを経て、会員となることができる。 

 

第２章 役員 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

部会長 １名、副部会長 複数名、会計 １名 

また、必要に応じ、部会長代行、部会長補佐、顧問を置くことがある。 

２ 前項の役員は、総会において、会員の中から選任する。 

 

（役員の職務） 

第７条 部会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 部会長代行及び副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき 

の職務を代理する。 



３ 会計は、本会の会計および資産の状況を監査する。 

４ 部会長補佐、顧問は、本会の業務遂行に関して、部会長の諮問に応える。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は１年とする。ただし、再任はさまたげない。 

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章 総会 

（総会の種別） 

第９条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年５月に開催する。 

３ 臨時総会は、部会長が必要と認めるとき、もしくは全会員の３分の２以 

上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することがで 

きる。 

 

（総会の招集） 

第１０条 総会は、部会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日 

時及び場所を示して、開会の３０日前までに通知しなければならない。 

 

（総会の審議） 

第１１条 総会は部会長が議長となり、次の事項について審議する。総会の開 

催は会員の過半数の出席を必要とし、決議は出席者の過半数の賛成に 

よって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（１）事業計画及び予算・事業報告 

（２）年度事業報告及び決算の承認 

（３）役員の選任 

（４）会則改正 

（５）その他必要な事項 

 

第４章 運営委員会 

（運営委員会の構成） 

第１２条 本会の中に、運営委員会を置く。 

 ２ 運営委員会は、第６条で定める役員並びに、会員の互選で選出された運 

営委員をもって構成する。 

 

（運営委員会の招集） 

第１３条 運営委員会は、年６回開催を目途として、部会長が招集する。 



 

（運営委員会の審議事項） 

第１４条 運営委員会は、部会長が指名する議長のもと、次に掲げる事項を審 

議し、議決する。 

（１）総会に付すべき事項 

（２）総会において議決された事項の執行に関する事項 

（３）会員の入会及び退会 

（４）会計監査人の選任及び解任 

（５）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

第５章 会計 

（経費） 

第１５条 本会に必要な経費は、会費、大阪電業協会助成金、その他の収入をも 

ってこれにあてる。 

 

（会費） 

第１６条 会員は、年額１０，０００円を会費として、本会が指定する方法によ 

り納入する。 

 

（事業年度、会計年度） 

第１７条 本会の事業並びに会計年度は、毎年４月１日から始まり、３月３１ 

日までとする。 

 

（会計報告） 

第１８条 毎事業年度終了後、部会長が収支計算書を作成し、会計監査を受け 

たうえで、総会の承認を得る。 

 

（委任） 

第１９条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、部会長が別に定 

める。 

 

（附則） 

この会則は、２０２４年４月１日から施行する。 


